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国土交通省近畿地方整備局（以下「甲」という。）と認定計画提出者である「●●●●」（以

下「乙」という。）は、淡路地区海岸ゾーン Park-PFI 事業（以下「本事業」という。）に関し

て、次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。 
 

（定義） 

第２条 本協定における用語の定義は、別紙１に規定するとおりとする。 
 

（事業遂行の指針） 

第３条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針等及び認定公募設置

等計画に従って遂行するものとする。 
 

（本事業の概要） 

第４条 本事業は、公募対象公園施設の設置及び管理運営並びに特定公園施設の建設、引渡し

及び管理並びに利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれらに関連する一切の行為により構

成される。 
 

（乙の役割分担等） 

第５条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。 
業務名 担当法人 

公募対象公園施設の設置  

公募対象公園施設の管理運営  

特定公園施設の建設  

特定公園施設の管理  

利便増進施設の設置  

利便増進施設の管理運営  

 

２ 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。 

 

（事業日程） 

第６条 本事業は、原則として別紙３の事業日程に従って実施するものとする。 
 

（乙による資金調達） 

第７条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。 
 

（認定公募設置等計画の変更） 

第８条 乙は、本事業の実施にあたり、都市公園法第５条の６第２項に規定する基準等を踏ま

え、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、甲の認定を受けなければならな



 

い。 
２ 甲及び乙は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定

を変更するものとする。 

 

（許認可及び届出等） 

第９条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届

出等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必

要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りではない。 
２ 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後

報告を行うものとする。 

３ 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出

その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。 

４ 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出

その他甲が必要とする事項について協力するものとする。 

 

（本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査） 

第１０条 乙は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任

と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡す

るものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を

受けなければならない。 
 

（本施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策） 

第１１条 乙は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気

汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本施設に係る整備工事が周辺の安全及び環境に与え

る影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策（以下本条において「周

辺の安全及び環境対策」という。）を実施するものとする。この場合において、甲及び乙は、

周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、

事後にその内容及び結果を報告するものとする。 
２ 乙は、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として認定公募設置等計画の変更をする

ことはできない。ただし、第８条第１項に基づき、事前に甲の認定を受けた場合は、この限り

でない。 

３ 周辺の安全及び環境対策の結果、公募対象公園施設の供用開始予定日、特定公園施設の引渡

予定日又は利便増進施設の供用開始予定日の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場

合には、甲乙協議の上、甲は、別紙３に規定する事業日程を変更する必要があると認められる

ときは、公募対象公園施設の供用開始予定日、特定公園施設の引渡予定日又は利便増進施設の

供用開始予定日を変更するものとする。 

４ 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた増加費用及び損害（公募対象公園施設の供用開

始予定日、特定公園施設の引渡予定日又は利便増進施設の供用開始予定日が変更されたことに

伴い増加する費用を含む。）については、乙が負担するものとする。 

 

（関係事業者との連携） 

第１２条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、国営明石海



 

浜公園内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。 
 
（自己責任） 

第１３条 乙は、本協定、設置管理許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事

業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、乙が、本事業に関し、第三者との間で紛

争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、自己の責任と費

用で解決するものとし、甲に対して、補償等の名目のいかんを問わず、金銭その他いかなる要

求もしないものとする。 
２ 乙は、本協定、設置管理許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業に関

する乙から甲に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本協定、設置管理許可書及

び占用許可書上の責任をも免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、甲は何ら責任を負

担しない。 

 

（保険） 

第１４条 乙は、協定期間中、別紙４に規定する保険を付保し、保険料を負担するものとする。 
２ 乙は、前項の保険証書の写し又はこれに代わるものを保険契約の締結後直ちに甲に提出しな

ければならない。 

 

第２章 公募対象公園施設の設置 

 

（設計） 

第１５条 乙は、自らの責任と費用負担において公募対象公園施設の設計を行い、別紙５に規定

する設計図書等を甲に提出するものとする。甲は、提出された設計図書等を確認し、修正すべ

き点がある場合には、乙に対して修正を指示することができる。 
２ 乙は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正し、甲

に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、乙

に対して修正を指示することができるものとする。 

３ 乙は、公募対象公園施設の設計を行うにあたり、認定公募設置等計画の内容に変更が必要と

なった場合は、第８条第１項に基づく甲の認定を得た上で認定公募設置等計画を変更し、変更

後の内容に基づき設計を行うことができる。なお、当該変更により乙に増加費用が発生した場

合、当該費用は乙の負担とする。 

４ 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。 

５ 甲は、乙から提出された設計図書等が適当であると認められるときは、確認書を発行するも

のとする。 

６ 乙は、第１項又は第２項の設計図書等を提出したこと、第４項の求めに応じて報告を行った

こと及び前項の確認書を受領したことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲

は当該提出、報告又は確認書の発行を理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（甲による設計の変更） 

第１６条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第５項の確認書を発行した後であっても、認定

公募設置等計画の範囲内に限り、乙に対して設計図書等の変更を求めることができる。 
２ 乙は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、乙に増加費用が生じたときは、



 

費用負担について甲と協議するものとする。ただし、当該変更が乙の作成した設計図書等の不

備若しくは瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負

担するものとする。 

 

（施工計画書等） 

第１７条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に施工計画書（公募対象公園施設の整備工

事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。）及び週間工程

表を作成し、甲に提出するものとする。 
２ 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる

場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。 

 

（工事責任者の設置） 

第１８条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に工事責任者を設置し、甲に報告しなけれ

ばならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必

要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理

由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。 
 
（整備工事） 

第１９条 乙は、設計図書等並びに第１７条に規定する施工計画書及び週間工程表に従って、公

募対象公園施設の整備工事を行うものとする。 
２ 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる

場合には、甲と協議の上、変更することができる。 

 

（許可） 

第２０条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手までに、公募対象公園施設に係る設置管理許

可申請書（別紙７）を提出して甲の許可を得るものとする。 
２ 設置管理許可申請書には、第１５条に規定する設計図書等及び第１７条に規定する施工計画

書及び週間工程表を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画

に合致していれば、許可条件を付し設置管理許可を与えるものとする。 

３ 前項の許可の期間は、許可の日から１０年とする。 

４ 乙は、認定公募設置等計画に基づき提案した、公募対象公園施設に係る設置管理許可使用料

（以下「設置管理許可使用料」という。）を甲に支払う。 

５ 乙が甲に支払う設置管理許可使用料の額は、●,●●●円／㎡・年とする。なお、設置管理

許可使用料算出の対象となる面積は、事業対象地（別紙２）において示した公募対象公園施設

の面積とする。ただし、設置管理許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後

の面積とする。 

６ 乙は、事業年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に設置管理許可使用料をそ

れぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、設置管理許可の期間が１年に

満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てる

ものとする。 

 

（第三者の使用） 



 

第２１条 乙は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面に

より甲に届け出なければならない。 
２ 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備

工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみ

なす。 

 

（甲による説明要求及び立会） 

第２２条 甲は、公募対象公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、随時、

乙に対して説明を求めることができる。 
２ 前項に規定する説明の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱

していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従

わなければならない。 

３ 甲は、公募対象公園施設の整備工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の整備工事

に立会うことができる。 

４ 乙は、甲が第１項に規定する説明を受けたこと又は第３項に規定する立会を行ったことを理

由として、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備（乙の過失の有無を問

わない。）があった場合においていかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該説明を受け

たこと又は当該立会を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（甲による中間確認） 

第２３条 甲は、公募対象公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認する

ために、公募対象公園施設の整備工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することが

できる。 
２ 中間確認の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱しているこ

とが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければな

らない。 

３ 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任を

も免れず、甲は、当該確認を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（乙による完成検査） 

第２４条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の整備工事の完成検査を行う

ものとする。乙は、公募対象公園施設の整備工事の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知

しなければならない。 
２ 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と

認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、

破壊検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。 

３ 乙は、甲が前項に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由

として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該立会又は破壊検査を行ったことを理

由として、何ら責任を負担しない。 

４ 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するも

のとする。 

 



 

（甲による完了検査） 

第２５条 甲は、乙から前条第４項に規定する報告を受けた場合、●日以内に公募対象公園施設

の整備工事の完了検査を実施するものとする。 
２ 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱しているこ

とが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙はこれに従

わなければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。 

３ 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。 

４ 前項の再度の完了検査は、第１項及び第２項の規定を準用して行うものとする。この場合に

おいて、第１項中「前条第４項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替え

て適用するものとする。 

 

（甲による完了検査確認通知書の交付） 

第２６条 甲が前条に規定する完了検査を実施し、前条第２項に基づく是正を求めない場合で、

かつ、乙が別紙６に記載する完成図書等を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検

査確認通知書を交付するものとする。 
２ 乙は、甲が前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として、いかなる本協定上の責

任をも免れず、甲は、当該通知書の交付を理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（供用開始予定日の変更） 

第２７条 乙は、不可抗力、法令等の変更又は乙の責めによらざる事由により公募対象公園施設

の供用開始予定日の遅延が避けられない場合は、当該予定日の変更を甲に請求することができ

る。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な供用開始予定日を定めるものとし、乙

はこれに従うものとする。 
 

（整備工事の一時中止） 

第２８条 甲は、必要があると認められる場合、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施

設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。 
２ 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合におい

て、必要と認めたときには、公募対象公園施設の供用開始予定日を変更することができる。 

 

（整備工事の一時中止による費用等の負担） 

第２９条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除

き、公募対象公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建

設機械器具等を保持するための費用、又はその他の公募対象公園施設の整備工事の一時中止や

その続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙と

の間で必要な措置を行うため協議するものとする。 
２ 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の供用開始予定日

を変更し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、

第８章に従いその負担を定める。 

 

（整備工事中に乙が第三者に与えた損害） 

第３０条 乙が公募対象公園施設の整備工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損



 

害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。こ

の場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。 
 

（整備工事開始及び完了時の甲に対する届出） 

第３１条 乙が、第２０条第１項に基づく設置管理許可に係る公募対象公園施設の整備工事を開

始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。 
 

 

第３章 公募対象公園施設の管理運営 

 
（管理運営） 

第３２条 乙は、毎事業年度、前事業年度の２月末日まで（初回は公募対象公園施設の供用開始

日の１か月前まで）に、次の事項を記載した管理運営計画書を甲に提出しなければならない。 
一 年間管理運営計画（収支計画含む） 

二 緊急時の体制及び対応 

三 その他、良好な管理運営に関すること 

２ 乙は、第２０条第１項に基づく設置管理許可の際に付された許可条件、管理運営計画書に基

づき、適切に管理運営を行うものとする。 
 

（甲による事業評価） 

第３３条 乙は、管理運営計画書に基づく管理運営状況を記載した管理運営報告書を事業年度ご

とに作成して、毎事業年度終了後４０日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。管理

運営報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。 

２ 甲は、管理運営報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。 

一 認定公募設置等計画及び管理運営計画書に則した事業内容が実施されていたか。 

二 公募対象公園施設の管理運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。 

三 その他、公募対象公園施設の管理運営が適切に行われていたか。 

 

（許可の取り消し等） 

第３４条 甲は、国営明石海峡公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合、その他

都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第

２０条第１項に基づく設置管理許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更

し、又は行為の中止等を行うことができるものとする。 
２ 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の

規定に従うものとする。 

 

（変更許可申請） 

第３５条 乙が、第２０条第１項に基づく設置管理許可を受けた事項（公募対象公園施設の構造、

外観及び管理の方法等）を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該

事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。 
２ 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった

場合は、甲と協議し、第８条第１項に基づく甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更



 

し、管理運営計画書を変更したうえで、管理運営を行うものとする。 

 

（廃止許可申請） 

第３６条 乙が、第２０条第１項に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議

し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければ

ならない。 
 

（許可の更新） 

第３７条 乙は、第２０条第１項に基づく設置管理許可期間終了の６か月前までに再度許可申請

を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、１回

に限り、許可条件を付し許可を更新するものとする。 
２ 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求する

ことはできない。 

３ 甲は、乙の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂

正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しな

ければならない。 

 

（改善命令） 

第３８条 甲は、第３３条第２項に基づく評価により、乙の管理運営状況が適切でないと認めら

れる場合、乙に対し、その改善を命令することができる。 
２ 乙は、甲から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、甲に提出しなければ

ならない。 
 

（第三者による使用） 

第３９条 乙は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするとき

は、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するもの

とする。 
２ 乙は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令

等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。 

３ 乙は、別に定めのない限り、公募対象公園施設の管理運営期間終了日までに公募対象公園施

設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。

この場合において、退去に要する費用（入居者への補償も含む。）は全て乙の負担とする。 

４ 乙は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合（更に順次転貸する場合等も含む。）にお

いても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるもの

とし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が甲に対し直接責任

を負うものとする。 

 

（災害時の対応） 



 

第４０条 地震火災等の災害時に国営明石海峡公園が、避難地又は災害復旧活動拠点として利用

される場合、乙は適切な対応を行うものとする。詳細は、甲乙協議の上、別途定めるものとす

る。 
 

（原状回復） 

第４１条 乙は、協定期間が終了する平成 年 月 日までに、乙の責任及び費用負担により、

公募対象公園施設を撤去し、認定公募設置等計画に基づき原状回復を行わなければならない。 
２ 乙は、前項の原状回復が完了した場合、速やかに甲に報告しなければならない。 

３ 甲は、前項による報告を受けた場合、１４日以内に完了の検査を実施するものとする。 

４ 完了検査の結果、原状回復が不十分であった場合、甲は乙に対して追加の工事等を求めるこ

とができる。 

５ 甲は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。 

６ 前項の再度の完了検査は、第３項及び第４項の規定を準用して行うものとする。この場合に

おいて、第３項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替え

て適用するものとする。 

 

（譲渡の取扱い） 

第４２条 乙は、甲の事前の承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡するこ

とはできないものとする。乙が、甲の事前承諾を得て公募対象公園施設の全部又は一部を第三

者へ譲渡する場合、原則として当該施設に関する本協定における乙の権利義務の一切を承継す

るものとする。 
２ 乙は、前条の規定にかかわらず、甲が協定期間終了日の６か月前までに、協定期間の終了後

に乙の所有する公募対象公園施設を、甲又は甲が指定する第三者に譲渡することを求めた場合、

これに従うものとする。 
３ 前項の譲渡に係る条件については、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、譲渡価格

については時価とし、その算定方法は次の各号によるものとする。 

一 甲に譲渡する場合は、甲が指定する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家（以下「評価専

門家」という。）及び乙が指定する評価専門家、並びにこの両者が同意する第三の評価専

門家の協議により合意した時価選定方法をもとに決定する等、公正な手続によるものとす

る。 

二 甲が指定する第三者に譲渡する場合は、事前に甲及び乙で譲渡の条件・手続等について協

議し、協議結果を踏まえて甲が指定した第三者及び乙で譲渡価格を決定するものとする。 

三 前号の場合において、甲は、理由のいかんを問わず、譲渡価格の決定若しくは譲渡契約の

締結がなされず又はこれらの契約に基づく財産の譲渡が実施されない場合にあっても、こ

れにより発生した乙の増加費用及び損害を賠償する義務等一切の補償義務を負わないもの

とする。 

 

 

第４章 特定公園施設の建設 

 

（設計） 

第４３条 乙は、自らの責任と費用負担において特定公園施設の設計を行い、別紙５に規定する



 

設計図書等を甲に提出するものとする。甲は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点

がある場合には、修正を指示することができる。 
２ 乙は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正し、甲

に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修

正を指示することができる。 

３ 乙は、特定公園施設の設計を行うにあたり、認定公募設置等計画の内容に変更が必要となっ

た場合は、第８条第１項に基づく甲の認定を得た上で認定公募設置等計画を変更し、変更後の

内容に基づき設計を行うことができる。なお、当該変更により乙に増加費用が発生した場合、

当該費用は乙の負担とする。 

４ 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。 

５ 甲は、乙から提出された設計図書等が適当であると認められるときは、確認書を発行するも

のとする。 

６ 乙は、第１項又は第２項の設計図書等を提出したこと、第４項の報告を行ったこと及び前項

の確認書を受領したことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該提出、

報告又は確認書の発行を理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（甲による設計の変更） 

第４４条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第５項の確認書を発行した後であっても、認定

公募設置等計画の範囲内に限り、乙に対して設計図書等の変更を求めることができる。 
２ 乙は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、乙に増加費用が生じたときは、

費用負担について甲と協議するものとする。ただし、当該変更が乙の作成した設計図書の不備

若しくは瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担

するものとする。 

 

（施工計画書等） 

第４５条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書（特定公園施設の整備工事期間、

工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。）及び週間工程表を作成

し、甲に提出するものとする。 
２ 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる

場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。 

 

（工事責任者の設置） 

第４６条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に工事責任者を設置し、甲に報告しなければな

らない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な

報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由が

ある場合を除き、これを遂行する責務を負う。 
 

（整備工事） 

第４７条 乙は、設計図書等並びに第４５条に規定する施工計画書及び週間工程表に従って、特

定公園施設の整備工事を行うものとする。 
２ 乙は、特定公園施設の整備工事の着手後、設計図書等について、必要があると認められる場

合には、甲の承諾を得た上で変更することができる。 



 

３ 乙は、特定公園施設の整備工事着手までに、特定公園施設に係る設置管理許可申請書（別紙

７）及び使用料減免申請書を提出して甲の許可を得るものとする。 

４ 設置管理許可申請書には、第４３条に規定する設計図書等及び第４５条に規定する施工計画

書及び週間工程表を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画

に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。 

５ 第３項に基づく特定公園施設に係る設置管理許可（以下「設置許可」という。）の使用料は、

免除とする。 

６ 第３項の設置許可の期間は、特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。 

 

（第三者の使用） 

第４８条 乙は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により

甲に届け出なければならない。 
２ 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事

に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみな

すものとする。 

 

（甲による説明要求及び立会） 

第４９条 甲は、特定公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙

に対して説明を求めることができる。 
２ 前項に規定する説明の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱して

いることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わな

ければならない。 

３ 甲は、特定公園施設の整備工事期間中、事前の通知なしに特定公園施設の整備工事に立会う

ことができる。 

４ 乙は、甲が第１項に規定する説明を受けたこと又は第３項に規定する立会を行ったことを理

由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該説明を受けたこと又は立会を行っ

たことを理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（甲による中間確認） 

第５０条 甲は、特定公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認するため

に、特定公園施設の整備工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。 
２ 中間確認の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが

判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければなら

ない。 

３ 乙は、甲が第１項に規定する中間確認を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任

をも免れず、甲は、当該確認を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（乙による完成検査） 

第５１条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の整備工事の完成検査を行うもの

とする。乙は、特定公園施設の整備工事の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなけれ

ばならない。 
２ 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と



 

認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、

破壊検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。 

３ 乙は、甲が前項に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由

として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該立会又は検査を行ったことを理由と

して、何ら責任を負担しない。 

４ 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するも

のとする。 

 

（甲による完了検査） 

第５２条 甲は、乙から前条第４項に規定する報告を受けた場合、●日以内に特定公園施設の整

備工事の完了検査を実施するものとする。 
２ 完了検査の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが

判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙はこれに従わ

なければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。 

３ 甲は、前項の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。 

４ 前項の再度の完了検査は、第１項及び第２項の規定を準用して行うものとする。この場合に

おいて、第１項中「前条第４項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替え

て適用するものとする。 

 

（甲による完了検査確認通知書の交付） 

第５３条 甲が前条に規定する完了検査を実施し、前条第２項に基づく是正を求めない場合で、

かつ、乙が別紙６に記載する完成図書等を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検

査確認通知書を交付するものとする。 
２ 乙は、甲が前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として、いかなる本協定上の責

任をも免れず、甲は、当該通知書の交付を理由として、何ら責任を負担しない。 

 

（引渡予定日の変更） 

第５４条 乙は、不可抗力、法令等の変更又は乙の責めによらざる事由により特定公園施設の引

渡予定日の遅延が避けられない場合は、当該予定日の変更を甲に請求することができる。この

場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な引渡予定日を定めるものとし、乙はこれに従う

ものとする。 
 

（整備工事の一時中止） 

第５５条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備

工事の全部又は一部を一時中止させることができる。 
２ 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、

必要と認めたときには、特定公園施設の引渡予定日を変更することができる。 

 

（整備工事の一時中止による費用等の負担） 

第５６条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除

き、特定公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機

械器具等を保持するための費用、又はその他の特定公園施設の整備工事の一時中止やその続行



 

に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必

要な措置を行うため協議するものとする。 
２ 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、特定公園施設の引渡予定日を変更し、

又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第８章に従

いその負担を定める。 

 

（整備工事中に乙が第三者に与えた損害） 

第５７条 乙が特定公園施設の整備工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を

与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場

合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。 
 

（許可の取り消し等） 

第５８条 甲は、国営明石海峡公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合、その他

都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第

４７条第３項に基づく設置許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、

又は行為若しくは工事の中止等を行うことができるものとする。 
２ 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の

規定に従うものとする。 

 

（整備工事開始及び完了時の甲に対する届出） 

第５９条 乙が、第４７条第３項に基づく設置許可に係る特定公園施設の整備工事を開始及び完

了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。 
 

 

第５章 特定公園施設の引渡し 

 

（所有権移転及び引渡しに伴う諸条件） 

第６０条 乙は、第５２条に規定する完了検査において、合格した場合には、甲に対して特定公

園施設を譲渡するものとする。 
２ 特定公園施設の譲渡価額は無償とする。 

３ 甲の責めに帰すべき事由により、乙が特定公園施設の引渡予定日に引渡しを行うことができ

なかった場合、甲は、その遅延により乙に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する

ものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより乙が保険、

保証、補償金等を受領した場合には、甲は乙にその内容等について開示を求めることができ、

乙は当該保険、保証、補償金等の額を甲が負担すべき額から控除するものとする。 

４ 不可抗力又は法令等の変更により、乙が特定公園施設の引渡予定日に引渡しを行うことがで

きなかった場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第８章

の規定に従うものとする。 

５ 前二項以外の事由により、乙が特定公園施設の引渡予定日に特定公園施設の引渡しを行うこ

とができなかった場合、乙は、当該引渡予定日の翌日から実際に特定公園施設が引渡された日

までの期間（両端日を含む。）の日数に応じ、認定公募設置等計画に記載された特定公園施設

の整備費相当額（認定公募設置等計画に記載されたもの。）につき、当該引渡しの遅延発生時



 

における国の債権に関する遅延利息の率（昭和３２年大蔵省告示第８号）を乗じて計算した額

の遅延利息を国に支払わなければならない。この場合において、甲が負担した増加費用及び損

害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、乙は遅延損

害金に加えて甲に対して支払うものとする。 

 

（瑕疵担保） 

第６１条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の

修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。た

だし、当該瑕疵が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大

な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。 
２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設の引渡

しを受けた日から２年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、

又は、当該瑕疵が、乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことので

きる期間は前条の規定による特定公園施設の引渡しを受けた日から１０年以内とする。 

３ 甲は、特定公園施設が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に規定する期間内

で、かつ、甲がその滅失又はき損を認識した日から６か月以内に第１項の権利を行使するもの

とする。 

 

 

第６章 特定公園施設の管理 

 

（許可） 

第６２条 乙は、特定公園施設の引渡予定日までに、特定公園施設に係る設置管理許可申請書

（別紙７）及び使用料減免申請書を提出して甲の管理許可を得るものとする。 

２ 管理許可申請書には、第６３条に規定する初回の管理運営計画書を添付しなければならず、

甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し管理許可

を与えるものとする。 

３ 前項の管理許可の期間は、許可の日から１０年以内とする。 

４ 第２項に基づく管理許可の使用料は、免除とする。 

 

（管理） 

第６３条 乙は、毎事業年度、前事業年度の２月末日まで（初回は管理許可申請時）に、次の事

項を記載した管理運営計画書を甲に提出しなければならない。 
一 年間管理計画 

二 緊急時の体制及び対応 

三 その他、良好な管理に関すること 

２ 乙は、前条の規定による管理許可の際に付された許可条件、管理運営計画書に基づき、適切

に管理を行うものとする。 
 

（甲による事業評価） 

第６４条 乙は、管理運営計画書に基づく管理状況を記載した管理運営報告書を事業年度ごとに

作成して、毎事業年度終了後４０日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。管理運営



 

報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。 

２ 甲は、管理運営報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。 

一 認定公募設置等計画及び管理運営計画書に則した事業内容が実施されていたか。 

二 特定公園施設の管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。 

三 その他、特定公園施設の管理が適切に行われていたか。 

３ 甲は、前項に基づく評価により、乙の管理状況が適切でないと認められる場合、乙に対し、

その改善を命令することができる。この場合、乙は速やかに改善計画を作成し、甲に提出しな

ければならない。 

 

（許可の取り消し等） 

第６５条 甲は、国営明石海峡公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合、その他

都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第

６２条第１項に基づく管理許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、

又は行為の中止等を行うことができるものとする。 
２ 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の

規定に従うものとする。 

 

（変更許可申請） 

第６６条 乙が、第６２条第１項に基づく管理許可を受けた事項（特定対象公園施設の管理の方

法等）を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申

請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。 
２ 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった

場合は、甲と協議し、第８条第１項に基づく甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更

し、管理運営計画書を変更したうえで、管理を行うものとする。 

 
（許可の更新） 

第６７条 乙は、第６２条第１項に基づく管理許可期間終了の６か月前までに再度許可申請を行

うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、１回に限

り、許可条件を付し許可を更新するものとする。 
２ 乙は、甲が法令等の変更により管理許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求

することはできない。 

３ 甲は、乙の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂

正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しな

ければならない。 

 

第７章 利便増進施設の設置及び管理運営 

 

（利便増進施設の設置及び管理運営） 

第６８条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第１５条から第４２条、第７８条の規定を準用

して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」

に、「設置管理許可」とあるのは「占用許可」に、「設置管理許可申請書」とあるのは「占用

許可申請書」に、「別紙７」とあるのは「別紙８」に、第２０条第５項第一文は「乙は、利便



 

増進施設に係る占用料として、●,●●●円／㎡・年を甲に支払う。」に、「設置管理許可使用

料」とあるのは「占用料」に、「公募対象公園施設管理運営計画書」とあるのは「利益増進施

設管理運営計画書」に、「設置管理許可期間」は「占用許可期間」に、それぞれ読み替えて適

用するものとし、第２０条第４項は適用しない。 

 

第８章 不可抗力及び法令等の変更 

 

（不可抗力による損害等） 

第６９条 不可抗力により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害

を負担するものとする。 
 

（不可抗力による協定解除） 

第７０条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した

書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。 
２ 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本

事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。 

３ 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能

となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。 

４ 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やかに、第４１条（第６

８条により準用される第４１条を含む。以下、別段の定めがある場合を除き、第６８条により

準用される全ての条項につき同様とする。）に基づき原状回復するものとする。 

５ 第３項に基づき甲が本協定を解除した場合、第２０条第１項に基づく設置管理許可及び第４

７条第３項に基づく設置許可又は第６２条第１項に基づく管理許可も終了するものとする。 

６ 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第３項の解除により生じた増加費用及

び損害を相互に請求できないものとする。 

 

（法令等の変更による損害等） 

第７１条 法令等の変更、追加により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費

用及び損害を負担するものとする。 
 

（法令等の変更による協定解除） 

第７２条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載

した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。 
２ 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業

の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するも

のとする。 

３ 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲

乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第７０

条第４項ないし第６項の規定を適用する。 

 

 

第９章 契約保証 



 

 

（契約保証） 

第７３条 ※契約保証に関する事項については、認定公募設置等計画の内容及び認定計画提出者

との協議を踏まえ、記載する予定です。 

 

 

第１０章 協定期間及び協定の解除 

 

（協定期間） 

第７４条 協定期間は、平成●年●月●日（本協定締結日）から第４１条（第６８条により準用

される第４１条を含まない。）に規定する原状回復が完了する日及び第６８条により準用され

る第４１条に基づく原状回復が完了する日のいずれか遅い方の日までとする。 
２ 前項の協定期間の終了日は、次の場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。 

一 甲が、第３４条第１項、第５８条第１項、第６５条第１項、第７０条第５項に基づき、

許可を取り消した場合又は許可が終了した場合 

二 甲が、第３７条第２項又は第６７条第２項に基づき許可を更新しないことを決定した

場合 

 

（認定公募設置等計画の認定の有効期間） 

第７５条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、平成●年●月●日（計画認定日）から本協

定終了日までとする。 
 

（甲の解除権） 

第７６条 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本

協定を解除することができる。 
一 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が独占禁止法

第８条第１号又は同条第２号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）

に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行ったとき、又は同法第７

条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行っ

たとき。 

二 本事業に関し、独占禁止法第７条若しくは第８条の２に基づく排除措置命令（以下「排

除措置命令」という。）において、乙が独占禁止法第３条の規定に違反し、又は乙が第

８条第１号若しくは同条第２号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があった

とされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第３条又は第８条第１号若しくは同

条第２号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間（これらの命令に係る事件

について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納

付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入

札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 



 

四 本事業に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若し

くは第９５条第１項第１号に規定する刑の容疑により公訴が提起されたとき。 

五 乙、その役員又は従業員が以下のいずれかに該当するとき。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）であると認められるもの 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの 

ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの 

カ その他上記アないしオに準ずるもの 

２ 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、乙に通知して本協定を解除

することができる。 

一 乙が、本協定、設置管理許可書、占用許可書、公募設置等指針等及び認定公募設置等

計画に規定される乙の義務に違反した場合。ただし、治癒が可能な義務違反と甲が認

めた場合は、甲が相当の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該義務違

反が治癒されなかった場合 

二 乙に法令等の不遵守があった場合。ただし、軽微な不遵守と甲が認めた場合は、甲が

相当の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該法令等の不遵守が改善さ

れなかった場合 

三 乙の財務状況が著しく悪化し、本事業の継続が困難と認められる場合 

四 乙が、本事業の全部又は一部を放棄したと認められる場合 

五 乙が、第３３条第１項及び第６４条第１項に規定する報告書に虚偽の記載を行った場

合 

六 乙が、第３８条及び第６４条第３項に規定する改善命令後、乙が改善計画を提出又は

改善計画に定められた是正策を実施しなかった場合（提出された改善計画が著しく不

合理であった場合も含む。） 

七 乙が、第３７条第３項又は第６７条第３項に規定する訂正命令後、乙が訂正許可申請

書を提出しなかった場合（提出された訂正許可申請書が著しく不合理であった場合も

含む。） 

八 乙の責めに帰すべき事由により、第３６条に基づき全ての公募対象公園施設（第６８

条により読み替えられる「利便増進施設」を含む。）の廃止に係る協議を乙が申し出

て、甲がその事由を認めた場合 

九 前各号に掲げるもののほか、乙が解散決議をし、又は乙に破産手続、民事再生手続若

しくは会社更生手続等の倒産手続が申し立てられる等、乙が本事業を行うことが不適

当又は本事業の継続が困難であると認められる場合 

 

（乙による協定解除） 



 

第７７条 甲が本協定、設置管理許可書、占用許可書及び公募設置等指針等に規定される甲の義

務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難であると認められる場合には、乙は甲

に通知し、本協定を解除することができるものとする。 
 

（公募対象公園施設の解除に伴う措置） 

第７８条 公募対象公園施設について、前２条に基づき本協定が解除された場合で、公募対象公

園施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第２０条第１項に基づく設置管理許可の

取り消しを行い、乙は速やかに、第４１条に基づき原状回復するものとする。ただし、第７７

条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、都市公園法その他

関連法令の規定に従うものとする。 
２ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に公募対象公園施設の撤去をせず、

又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって公募対象公園施設の撤去又は原状回復を行

うことができる。 

３ 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、

第７７条に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担

しなければならない。 

 

（特定公園施設の解除に伴う措置） 

第７９条 特定公園施設について、第７６条又は第７７条に基づき本協定が解除された場合、次

の各号に掲げるところによる。 

一 特定公園施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第４７条第３項又は第６２

条第１項に基づく許可の取り消しを行い、乙は速やかに、第４１条の規定を準用して原状

回復するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合、乙は、解除時における甲の出来形

検査を受けたうえで、その全部又は一部を甲に引き渡さなければならない。 
二 乙が正当な理由なく、相当の期間内に特定公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わ

ないときは、第７８条第２項又は第３項の規定によるものとする。この場合において、

「公募対象公園施設」とあるのは、「特定公園施設」と読み替えて適用するものとする。 

三 本協定の解除が第７７条に基づく場合は、特定公園施設に関する乙の損失に対する補償

等については、都市公園法その他関連法令の規定に従うものとする。 

２ 前項に規定する引渡しを受けた部分に係る乙の甲に対する瑕疵担保責任の取扱については、

第６１条の規定を準用する。 

３ 第１項の場合、乙は、甲に対し、当該出来形を示した設計図書等を提出するものとする。ま

た、甲は、必要があると認められる場合は、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせること

ができる。 

４ 第７６条又は第７７条に基づき本協定が解除された場合、既に甲に提出されていた特定公園

施設の設計図書等及び完成図書等その他本協定に関して甲の要求に基づき作成された一切の書

類等（媒体の種類を問わず、甲の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切

を含む。）について、甲は、甲の裁量により無償で利用する権利を有し、これにつき乙は、一

切の異議を申し立てないものとする。設計図書等の内容について、乙が特許権その他の無体財

産権（以下「当該特許権」という。）を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっ

ては、乙は当該特許権を有する企業から、甲が設計図書等の内容を実現する限りにおいて当該

特許権を無償で使用することができるようにするものとする。 



 

 

（解除に伴う賠償等） 

第８０条 第７６条に基づき本協定が解除された場合、乙は、甲に対して、以下に掲げる違約金

（違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。）を支払わなければならない。 
一 特定公園施設の引渡し前 公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の整備費

相当額（認定公募設置等計画に記載されたもの。）の１０分の１に相当する額 

二 特定公園施設の引渡し後 公募対象公園施設及び利便増進施設の管理運営費相当額（認

定公募設置等計画に記載されたもの。）の１年分に相当する額（ただし、投資部分に関

する減価償却費及び公租公課、調達コストについては除く。） 

２ 前項に規定する違約金のほか、乙が本協定に関して第７６条第１項各号のいずれかに該当す

るときは、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、乙は、認定公募設置等計画に記載され

た公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の整備費相当額（認定公募設置等計画に

記載されたもの。）の１００分の１０に相当する金額を違約金（違約罰とし、損害賠償の予定

と解釈しない。）として国の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 甲が第７３条に基づく保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合

には本条に規定する違約金に充当するものとする。 

４ 第７９条第１項に規定する甲の乙に対する支払いがある場合においては、甲は、本条に規定

する違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。 

５ 本条の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が、本条に基づき乙が甲に支払う違約金の額

を超える場合は、甲は、乙に対してその超過分につき請求することができる。 

６ 乙が第１項又は第２項に規定する違約金を国の指定する期間内に支払わないときは、当該期

間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払発生時における国の債権に関す

る遅延利息の率（昭和３２年大蔵省告示第８号）を乗じて計算した額の遅延利息を国に支払わ

なければならない。 

 

（認定公募設置等計画の認定取り消し） 

第８１条 甲は、第７４条第２項に基づき協定期間を終了した場合、又は第７６条若しくは第７

７条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すもの

とする。 
 
第１１章 雑則 

 

（協議） 

第８２条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事

項について、相手方に対し協議を求めることができる。 
 

（著作権の使用） 

第８３条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用

の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。 
２ 前項の設計図書等が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著

作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによ

る。 



 

３ 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにし

なければならず、自ら又は著作権者（甲を除く。以下本条において同じ。）をして著作権法第

１９条第１項又は第２０条第１項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。 

一 成果物又は本施設の内容を公表すること。 

二 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者

をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 

三 施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

四 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。 

４ 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

一 設計図書等を公表すること 

二 設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること 

 

（特許権等の使用） 

第８４条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護

されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用

に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙

が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できな

かった場合は、この限りではない。 
 

（協定上の地位の譲渡） 

第８５条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権

利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。 
 

（秘密保持） 

第８６条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の

相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管

理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしては

ならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、

司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を

委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を

課して開示する場合はこの限りでない。 
２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。 

一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反に

よることなく公知となった情報 

二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報 

三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

 

（計算単位等） 

第８７条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場

合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に規定するものとする。 
２ 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。 



 

 

（相殺） 

第８８条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該乙が甲に対して有する保証金返還請

求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。 
 

（通知先等） 

第８９条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、

所在地宛になされるものとする。 
２ 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るも

のとする。 

 

（準拠法） 

第９０条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。 
 

（管轄裁判所） 

第９１条 本協定に関する紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 
 

（定めのない事項） 

第９２条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関し

て疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。 
 

 

以上を証するため、本協定を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成●年●月●日 

 

甲：大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 

近畿地方整備局長 ●●●● 

 

乙：（住所） 

（商号） 

（代表者） 

  



 

別紙１ 定義集 
（第２条関係） 

 
本協定において、次の各号に規定する用語の定義は、それぞれ当該各号に規定するとこ

ろによる。 
 

(1) 「協定期間」とは、別紙３に規定する本協定の有効期間をいう。 
(2) 「公募設置等指針等」とは、甲が本事業に関する募集手続きにおいて公表又は配布した

一切の書類（添付資料を含む。）及び当該書類に係る質問回答をいう。 
(3) 「公募対象公園施設」とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第５条の２第１項に

規定する公募対象公園施設として設置及び管理運営されるものをいう。 
(4) 「公募施設管理法人」とは、第５条に規定する公募対象公園施設の管理運営業務を担当

する法人をいう。 
(5) 「公募施設建設法人」とは、第５条に規定する公募対象公園施設の設置業務を担当する

法人をいう。 
(6) 「事業年度」とは、毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間とする。 
(7) 「設置管理許可書」とは、都市公園法第５条の規定及び公募設置等指針等に基づき、甲

が乙に対して交付する予定の、本事業の対象となる公募対象公園施設の設置及び管理運

営並びに特定公園施設の建設及び管理の方法等に関する事項を定めた許可書をいう。 
(8) 「占用許可書」とは、都市公園法第６条の規定及び公募設置等指針等に基づき、甲が乙

に対して交付する予定の、本事業の対象となる利便増進施設の設置及び管理運営の方法

に関する事項を定めた許可書をいう。 
(9) 「特定公園施設」とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第５条の２第２項第５号

に規定する特定公園施設として建設、譲渡及び管理されるものをいう。 
(10) 「特定施設管理法人」とは、第５条に規定する特定公園施設の管理業務を担当する法

人をいう。 
(11) 「特定施設建設法人」とは、第５条に規定する特定公園施設の建設業務を担当する法

人をいう。 
(12) 「都市公園法」とは、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）をいう。 
(13) 「認定公募設置等計画」とは、乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式

に従い作成し、甲へ提出し、認定された公募設置等計画（変更された場合は変更後のも

の）及び付随する一切の書類をいう。 

(14) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その

他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし、公募設置等指針等

又は設計図書等に基準を定めたものにあっては、これを超えるものに限る。）のうち、

通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものを

いう。 
(15) 「法令等」とは、本事業を実施する上で乙が遵守すべき法令・基準及び留意すべき計

画等をいう。 
(16) 「本事業」とは、第４条に規定する事業をいう。 
(17) 「本施設」とは、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設をいう。 
(18) 「本施設建設法人」とは、公募施設建設法人、特定施設建設法人及び利便施設建設法



 

人をいう。 
(19) 「利便増進施設」とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第５条の２第６項に規

定する利便増進施設として設置及び管理運営されるものをいう。 
(20) 「利便施設管理法人」とは、第５条に規定する利便増進施設の管理運営業務を担当す

る法人をいう。 
(21) 「利便施設建設法人」とは、第５条に規定する利便増進施設の設置業務を担当する法

人をいう。 
  



 

別紙２ 事業対象地 
（第２０条関係） 
 

※提案された認定公募設置等計画に従い作成します。 
 
  



 

別紙３ 事業日程 

（第６条関係） 
 

１．本協定の有効期間（協定期間） 本協定締結日から平成●年●月●日（以下、協定期間の

終了日を「本協定終了日」という。） 

２．認定公募設置等計画の認定日   平成●年●月●日 

３．認定公募設置等計画の有効期間  平成●年●月●日（以下「公募対象公園施設の整備工事

着手日」という。）から本協定終了日 

４．公募対象公園施設の整備工事期間 公募対象公園施設の整備工事着手日から平成●年●月●日 

５．公募対象公園施設の供用開始予定日 平成●年●月●日 

６．公募対象公園施設の管理運営期間 平成●年●月●日から平成●年●月●日 

７．公募対象公園施設の撤去期間 平成●年●月●日から本協定終了日 

８．特定公園施設の整備工事期間   平成●年●月●日から平成●年●月●日 

９．特定公園施設の引渡予定日 平成●年●月●日（以下「特定公園施設の引渡日」とい

う。） 

１０．特定公園施設の管理期間    特定公園施設の引渡日から本協定終了日 

１１．利便増進施設の整備工事期間  平成●年●月●日から平成●年●月●日 

１２．利便増進施設の供用開始予定日 平成●年●月●日 

１３．利便増進施設の管理運営期間  平成●年●月●日から平成●年●月●日 

１４．利便増進施設の撤去期間 平成●年●月●日から本協定終了日 

 

 

 

 

※事業日程については、認定公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により決定

します。 

  



 

別紙４ 乙が付す保険等 
（第１４条関係） 
 
乙は、本協定第１４条の規定するところにより、乙の責任と費用負担により以下の条件を充足

する保険（又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。）を付保するものとする。ただし、以

下の保険条件は必要最小限度の条件であり、乙の判断に基づき更に担保 範囲の広い補償内容の

条件とするほか、乙が認定公募設置等計画で提案するその他の保険（又は類似の機能を有する保

証、共済等を含む。）を付保することを妨げるものではない。 
 

１．整備工事期間 

乙は以下の要件を満たす建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担し

なければならない。 
保険契約者 ：本施設建設法人 
場所  ：兵庫県淡路市夢舞台２－２８他 

 
（１）建設工事保険 
保険契約者 ：本施設建設法人 
被保険者 ：甲、本施設建設法人及びその全ての下請負業者とする。 
保険の対象 ：本施設の整備工事 
保険期間 ：整備工事実施中の全期間を対象とする 
保険金額 ：整備工事費 
補償する損害  ：水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 

 
（２）第三者賠償責任保険 
保険契約者 ：本施設建設法人 
被保険者 ：甲、本施設建設法人及びその全ての下請負業者とする。なお、交差責任担保

特約を付帯すること。 
保険の対象 ：本施設の整備工事 
保険期間 ：整備工事実施中の全期間を対象とする  
てん補限度額  ：対人１億円／１名、１０億円／１事故以上 

対物１億円／１事故以上 
補償する損害 ：整備工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法

律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 
免責金額 ：５万円／１事故以下 
 
本施設建設法人は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券又は付保証明書その

他付保を証明する文書を直ちに甲に提示するものとする。本施設建設法人は、甲の承認なく

保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。本施設建設法人は、業務遂行

上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これ

に伴う一切の費用を負担するものとする。  



 

２．公募対象公園施設の管理運営期間、特定公園施設の管理期間及び利便増進施設の管理運

営期間 
乙は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければなら

ない。 
 
保険契約者 ：公募施設管理法人、特定施設管理法人及び利便施設管理法人 
被保険者 ：甲、公募施設管理法人、特定施設管理法人、利便施設管理法人及びその全て

の下請負業者とする。なお、交差責任担保特約を付帯すること。 
保険の対象 ：本施設 
保険期間 ：公募対象公園施設の管理運営期間開始日、特定公園施設の管理期間開始日又

は利便増進施設の管理運営期間開始日のいずれか早い日から本協定終了日まで 
てん補限度額 ：対人１億円／１名、１０億円／１事故以上 

対物１億円／１事故以上 
補償する損害 ：公募対象公園施設の管理運営業務、特定公園施設の管理業務及び利便増進施

設の管理運営業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことに

よる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 
免責金額 ：５万円／１事故以下 
 

 
※上記保険以外の保険の付保については、乙の提案とします。 

 
  



 

別紙５ 設計図書等 
（第１５条、第４３条関係） 
 
（１）建築物 
・建築基準法第６条及び同法施行規則第１条の３の規定による申請図書の写し 
・建築基準法第１８条第３項の規定による確認済証 

 
（２）建築物以外 
 以下の内容の設計図書 
・施工位置図・案内図 
・現況図 
・施設平面図 
・造成平面図 
・割付寸法図 
・植栽平面図 
・雨水排水平面図 
・各種設備平面図 
・造成断面図 
・各施設構造図 
・図面に基づく数量計算書等 
・設計の検討に伴う応力や容量の計算書 

 
  



 

別紙６ 完成図書等 
（第２６条、第５３条関係） 
 
（１）建築物 
・建築基準法第６条及び同法施行規則第１条の３の規定による申請図書に対応する完成図書 
・建築基準法第１８条第１８項の規定による検査済書 

 
（２）建築物以外 
 以下の内容の完成図書 
・施工位置図・案内図 
・現況図 
・施設平面図 
・造成平面図 
・割付寸法図 
・植栽平面図 
・雨水排水平面図 
・各種設備平面図 
・造成断面図 
・各施設構造図 
・図面に基づく数量計算書等 
・設計の検討に伴う応力や容量の計算書（設計図書等から変更があった場合） 

 
  



 

別紙７ 設置管理許可申請書  
（第２０条、第２６条、第４７条、第６２条関係） 
 

公園施設の設置管理許可申請書 
第         号  
平成  年  月  日 

公園管理者 
近畿地方整備局長 ●● ●● 殿  

 
申請者 住所 

氏名  
 
都市公園法第５条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 
記 

 

1 
設置 

の目的 
 

管理 

2 
設置 

の期間 
（自） 平成  年  月  日 
（至） 平成  年  月  日 日間 

管理 

3 
設置 

の場所 
国営明石海峡公園 淡路地区 

管理 

4 公園施設の構造 
 

5 公園施設の外観 
色 彩  高 さ  
形 態  
その他  

6 
公園施設の管理

の方法 
 

7 工事の実施方法  

8 
工事の着手およ

び完了の時期 
着手 平成  年  月  日 
完了 平成  年  月  日 

9 
都市公園の復旧

方法 
 

10 
その他参考とな

るべき事項 
 

※１ 公園施設の設置許可を申請する場合は、上記１から１０までの全てに記入する。 
※２ 公園施設の管理許可を申請する場合は、上記のうち１・２・３・６・１０のみ記入する。 

  



 

別紙８ 占用許可申請書 
（第６８条関係） 
 

都市公園占用許可申請書 
第         号  
平成  年  月  日 

公園管理者 
近畿地方整備局長 ●● ●● 殿  

 
申請者 住所 

氏名  
 
都市公園法第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 
記 

 
都 市 公 園 名 国営明石海峡公園（淡路地区） 

占 用 場 所 

占 用 期 間 

兵庫県           地先 

平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

占 用 の 目 的 
 

 

占用物件の名称・規

模・構造及び数量 

  
  
  

工事の実施方法及び

工事の着手及び完了

の時期 

（実施方法）                         

（掘削面積）長さ      幅      面積        

（時  期）平成  年  月  日～平成  年  月  日 

物件の管理方法 
 

 

公園の復旧方法 
 

 

その他参考とな 

るべき事項 

 担当者 

氏 名 

TEL 

 

備考 
 １．土工工事が伴う場合「工事の実施方法及び工事の着手及び完了の時期」欄に必要事項を記入す

ること。 
 ２．「工事の実施方法及び工事の着手及び完了の時期」欄の実施方法にて、工事期間の第三者に対

する安全対策等がわかる資料を添付すること。 
 


